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次のとおり三重県立鈴鹿青少年センターに係る指定管理者を募集します｡
平成20年６月17日

三重県教育委員会教育長 向 井 正 治
１ 施設の概要

	 名称
三重県立鈴鹿青少年センター


 所在地
三重県鈴鹿市住吉町南谷口

� 規模等
開 設 昭和60年７月
敷地面積 20,070.08㎡
延床面積 6,404.46㎡

２ 指定期間 (予定)
平成21年４月１日から平成25年３月31日までとします｡

３ 指定管理者が行う業務
	 三重県立鈴鹿青少年センター (以下 ｢センター｣ といいます｡) の事業の実施に関する業務

 センターの施設等の利用の許可等に関する業務
� センターの利用料金の収受等に関する業務
� センターの維持管理及び修繕に関する業務
 センターの管理上必要な業務

４ 指定管理者の資格に関する事項
法人その他の団体であることその他募集要項に記載した資格要件を満たすこととします｡ 詳細については､

募集要項を参照してください｡
５ 申請の手続等に関する事項

	 申請の方法
申請書に事業計画書その他募集要項で指定する書類を添付して提出してください｡ 詳細については､ 募集

要項を参照してください｡

 募集要項の配布方法

７の場所で､ 平成20年６月17日 (火) から同月30日 (月) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元年三
重県条例第２号) 第１条に規定する休日は除きます｡) の午前９時から午後５時まで (正午から午後１時ま
での間は除きます｡) 配布します｡
なお､ 郵送を希望する場合は着払いの小包で発送しますので､ 電話､ ファクシミリ又は電子メールのいず
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れかで､ ７の場所あてに平成20年６月25日 (水) 午後５時までに必着するようにお申し込みください｡
� 現地説明会

センターで､ 平成20年７月４日 (金) 午後２時から
なお､ 募集要項に関する説明会を併せて開催します｡

� 申請書類の受付
７の場所へ､ 平成20年９月１日 (月) から同月５日 (金) までの間に､ 持参又は郵送してください｡ 持参

の場合は午前９時から午後５時まで (正午から午後１時までの間は除きます｡) とし､ 郵送の場合は書留郵
便で平成20年９月５日 (金) 午後５時必着とします｡

６ 選定及び指定の方法
提出された申請書類を基に指定管理者選定委員会で申請者の評価を行い､ 指定管理者の候補者を選定し､

平成20年９月召集予定の三重県議会定例会の議決を経て指定します｡
７ 担当部局

〒514－8570 三重県津市広明町13番地
三重県教育委員会事務局社会教育・文化財保護室社会教育グループ 担当 杉谷
電 話 059-224-3322
ファクシミリ 059-224-3022
電子メール shabun@pref.mie.jp

次のとおり三重県営鈴鹿スポーツガーデン及び三重県営総合競技場に係る指定管理者を募集します｡
平成20年６月17日

三重県教育委員会教育長 向 井 正 治
１ 施設の概要

� 名称
ア 三重県営鈴鹿スポーツガーデン
イ 三重県営総合競技場

� 所在地
ア 三重県営鈴鹿スポーツガーデン 三重県鈴鹿市御薗町1669番地
イ 三重県営総合競技場 三重県伊勢市宇治館町510番地

� 規模等
ア 三重県営鈴鹿スポーツガーデン

開 設 平成４年10月
敷地面積 384,686.51㎡
延床面積 34,317.76㎡

イ 三重県営総合競技場
開 設 昭和39年４月
敷地面積 85,628㎡
延床面積 10,968.52㎡

２ 指定期間 (予定)
平成21年４月１日から平成26年３月31日までとします｡

３ 指定管理者が行う業務
� 三重県営鈴鹿スポーツガーデン (以下 ｢スポーツガーデン｣ といいます｡) 及び三重県営総合競技場 (以
下 ｢総合競技場｣ といいます｡) の事業の実施に関する業務

� スポーツガーデン及び総合競技場の施設等の利用の許可等に関する業務
� スポーツガーデン及び総合競技場の利用料金の収受等に関する業務
� スポーツガーデン及び総合競技場の施設等の維持管理及び修繕に関する業務
� スポーツガーデン及び総合競技場の管理上必要な業務

４ 指定管理者の資格に関する事項
法人その他の団体であることその他募集要項に記載した資格要件を満たすこととします｡ 詳細については､

募集要項を参照してください｡
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５ 申請の手続等に関する事項
� 申請の方法

申請書に事業計画書その他募集要項で指定する書類を添付して提出してください｡ 詳細については､ 募集
要項を参照してください｡

� 募集要項の配布方法
７の場所で､ 平成20年６月17日 (火) から同月30日 (月) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元年三

重県条例第２号) 第１条に規定する休日は除きます｡) の午前９時から午後５時まで (正午から午後１時ま
での間は除きます｡) 配布します｡
なお､ 郵送を希望する場合は着払いの小包で発送しますので､ 電話､ ファクシミリ又は電子メールのいず

れかで､ ７の場所あてに平成20年６月25日 (水) 午後５時までに必着するようにお申し込みください｡
� 現地説明会

スポーツガーデンは､ 平成20年７月３日 (木) 午後2時から､ 総合競技場は､ 平成20年７月１日 (火) 午
後２時から行います｡
なお､ 募集要項に関する説明会を併せて開催します｡

� 申請書類の受付
７の場所へ､ 平成20年９月１日 (月) から同月５日 (金) までの間に､ 持参又は郵送してください｡ 持参

の場合は午前９時から午後５時まで (正午から午後１時までの間は除きます｡) とし､ 郵送の場合は書留郵
便で平成20年９月５日 (金) 午後５時必着とします｡

６ 選定及び指定の方法
提出された申請書類を基に指定管理者選定委員会で申請者の評価を行い､ 指定管理者の候補者を選定し､ 平

成20年９月召集予定の三重県議会定例会の議決を経て指定します｡
７ 担当部局

〒514－8570 三重県津市広明町13番地
三重県教育委員会事務局スポーツ振興室競技スポーツ・施設グループ 担当 三谷
電 話 059-224-2985
ファクシミリ 059-224-3022
電子メール sports@pref.mie.jp

次のとおり三重県営ライフル射撃場に係る指定管理者を募集します｡
平成20年６月17日

三重県教育委員会教育長 向 井 正 治
１ 施設の概要

� 名称
三重県営ライフル射撃場

� 所在地
三重県津市中村町字国主谷

� 規模等
開 設 昭和48年５月
敷地面積 21,055㎡
延床面積 100.44㎡

２ 指定期間 (予定)
平成21年４月１日から平成26年３月31日までとします｡

３ 指定管理者が行う業務
� 三重県営ライフル射撃場 (以下 ｢射撃場｣ といいます｡) の施設等の利用の許可等に関する業務
� 射撃場の利用料金の収受等に関する業務
� 射撃場の施設等の維持管理及び修繕に関する業務
� 射撃場の管理上必要な業務

４ 指定管理者の資格に関する事項
法人その他の団体であることその他募集要項に記載した資格要件を満たすこととします｡ 詳細については､

募集要項を参照してください｡

3



教育公報第１５６８号
平成20年６月17日発行

発 行
津 市 広 明 町 １３ 番 地
三 重 県 教 育 委 員 会

印 刷
有 限 会 社 第 一 プ リ ン ト 社���������	
��������

５ 申請の手続等に関する事項
� 申請の方法

申請書に事業計画書その他募集要項で指定する書類を添付して提出してください｡ 詳細については､ 募集
要項を参照してください｡

� 募集要項の配布方法
７の場所で､ 平成20年６月17日 (火) から同月30日 (月) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元年三

重県条例第２号) 第１条に規定する休日は除きます｡) の午前９時から午後５時まで (正午から午後１時ま
での間は除きます｡) 配布します｡
なお､ 郵送を希望する場合は着払いの小包で発送しますので､ 電話､ ファクシミリ又は電子メールのいず

れかで､ ７の場所あてに平成20年６月25日 (水) 午後5時までに必着するようにお申し込みください｡
� 現地説明会

射撃場で､ 平成20年７月２日 (水) 午前10時から行います｡
なお､ 募集要項に関する説明会を併せて開催します｡

� 申請書類の受付
７の場所へ､ 平成20年９月１日 (月) から同月５日 (金) までの間に､ 持参又は郵送してください｡ 持参

の場合は午前９時から午後５時まで (正午から午後１時までの間は除きます｡) とし､ 郵送の場合は書留郵
便で平成20年９月５日 (金) 午後５時必着とします｡

６ 選定及び指定の方法
提出された申請書類を基に指定管理者選定委員会で申請者の評価を行い､ 指定管理者の候補者を選定し､ 平

成20年９月召集予定の三重県議会定例会の議決を経て指定します｡
７ 担当部局

〒514－8570 三重県津市広明町13番地
三重県教育委員会事務局スポーツ振興室競技スポーツ・施設グループ 担当 別所
電 話 059-224-2985
ファクシミリ 059-224-3022
電子メール sports@pref.mie.jp
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平成20年３月31日付け三重県教育公報 号 外 に登載しました三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規
程の一部を改正する訓令中

ページ 行 誤 正
２ １ ｢関する｣ ｢廃止等に関する｣
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